
昭
和
四
十
七
年
総
理
府
令
第
六
十
六
号

農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
要
件
に
係
る
銅
の
量
の
検
定
の
方
法
を
定
め
る
省
令

農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
四
号
）
第
二
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
要
件
に
係
る
銅
の
量
の
検
定
の
方
法
を
定
め
る
総
理
府
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
試
料
の
採
取
）

第
一
条
　
農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
要
件
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
の
判
定
の
た
め
に
行
な
う
銅
の
量
の
検
定
（
以
下
「
検
定
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
試
料
を
採
取
す
る
ほ
場

は
、
検
定
に
係
る
農
用
地
の
面
積
の
お
お
む
ね
二
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
つ
き
一
個
所
の
割
合
で
、
選
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
検
定
の
た
め
の
試
料
の
採
取
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
ほ
場
の
水
口
地
点
、
中
央
地
点
及
び
水
尻

地
点
を
結
ぶ
線
を
三
等
分
し
、
そ
れ
ら
の
線
の
お
の
お
の
の
中
央
地
点
（
以
下
「
試
料
採
取
地
点
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
、
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
検
定
の
た
め
の
試
料
は
、
試
料
採
取
地
点
の
地
表
か
ら
お
お
む
ね
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
採
取

し
、
こ
れ
を
風
乾
し
た
後
、
非
金
属
製
の
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
目
の
ふ
る
い
を
通
過
さ
せ
て
得
た
土
壌
を
十
分
混

合
し
て
、
採
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
定
の
方
法
）

第
二
条
　
検
定
は
、
別
表
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
試
薬
及
び
試
料
液
の
調
製
、
検
定
の
操
作
並
び
に
試
料
の
水
分
の

測
定
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
附
録
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
て
、
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
一
日
総
理
府
令
第
五
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令
第
九
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

 

別表 （第二条関係）  

区 分 方 法 

一 試薬

の調製 

  

（一） 〇・

一モル毎

リツトル塩

酸 

希塩酸（塩酸（三十五パーセント以上）と蒸留水を容量比一対一の割合

で混合したもの）をガラス製蒸留器で蒸留して得た共沸混合物を蒸留水

で〇・一モル毎リツトルとなるように希釈する。 

（二） 銅

標準原液 

標準試薬銅（九十九・九七パーセント以上）一・〇〇〇グラムを少量の

硝酸（六十パーセント以上）に溶かした後、約百ミリリツトルの蒸留水を

加えて煮沸し、冷却後、蒸留水を加えて一・〇〇〇リツトルとする。 

（三） 銅

標準液 

使用の都度、銅標準原液を〇・一モル毎リツトル塩酸で百倍に希釈す

る。 

二 試料

液の調製 

試料十・〇グラムを容量百ミリリツトルの広口びんに入れ、〇・一モル毎

リツトル塩酸五十・〇ミリリツトルを加えて、これを恒温水平振り混ぜ機

で摂氏約三十度に保つて約一時間振り混ぜた後、乾燥ろ紙（日本工業

規格五種Ｂのもの）でろ過する。 

三 検定

の操作 

試料液（銅の含有量が試料液一リツトルにつき十五ミリグラムを超える

場合にあつては、銅の含有量が試料液一リツトルにつき十五ミリグラム

以下になるよう〇・一モル毎リツトル塩酸でｎ倍に希釈する。）を原子吸

光分光光度計にかけ、三千二百四十七オングストロームの波長で吸光

度（Ａ）を測定する。 

1



 

別に、銅標準液及び〇・一モル毎リツトル塩酸を、それぞれ、原子吸光

分光光度計にかけ、三千二百四十七オングストロームの波長で吸光度

（ＡＳ及びＡｏ）を測定する。 

四 試料

の水分の

測定 

試料（Ｗ１グラム）とこれを摂氏百五度で約四時間乾燥して得たもの（Ｗ２

グラム）をくらべて水分を測定する。 

 

附
録

2



附
録

２
Ｃ
１

＋Ｃ
２

＋Ｃ
３

Ｃ

＝

４
Ｃ
は
、
銅
濃
度
（
単
位

土
壌
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

、

及
び

は
、
試
料
採
取
地
点
（

は
、
水
口
地
点
に
直
近
の
試
料
採
取
地
点
と
す
る
。
）
の
銅
濃
度
で
あ
つ
て
次
の

Ｃ１

Ｃ２

Ｃ３

Ｃ１

算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
も
の

Ａ
-
Ａ

Ｏ
Ｗ

１

5
0
×
ｎ
×

×
Ａ

Ｓ
-
Ａ

Ｏ
Ｗ

２

ｎ
、
Ａ
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
に
規
定
す
る
ｎ
、
Ａ
、

、

、

及
び

ＡＯ

ＡＳ

Ｗ１

Ｗ２

ＡＯ

ＡＳ

Ｗ１

Ｗ２
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